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日本政府を代表して、私はＩＦＲＳ財団による国際サステナビリティ基準審議会（ＩＳＳＢ）

の設置を歓迎する。グローバルなサステナビリティ開示基準の策定に日本として積極的に貢献し

ていく。そのうえで、アジア・オセアニア地域の拠点として、東京に既に設置してあるＩＦＲＳ

財団アジア・オセアニアオフィス（ＡＯオフィス）を活用することを強く要望したい。日本政府

としても、ＩＳＳＢに対する資金拠出について、約１億１千万円（約 72万８千ポンド(注)）の

予算措置を予定しており、こうした動きを後押ししたい。 

（注）2021年 11月中適用の裁定外国為替相場：１ポンド=151円で換算。 

 

ＩＦＲＳ財団は、本年 11月３日に公表したプレスリリースにおいて、アジア・オセアニア地

域の拠点に関しては北京と東京からの提案について更に議論を継続するとしている。この点、本

年８月に、ＩＦＲＳ対応方針協議会名で貴殿宛に送付した書簡でも提案しているとおり、私は、

サステナビリティ開示におけるアジア・オセアニア地域の拠点として、東京に既に設置してある

ＡＯオフィスを活用することを強く支持している。 

 

ＡＯオフィスは、２０１２年に東京に設置されて以降、アジア・オセアニア地域におけるＩＦ

ＲＳ基準の適用の支援やＩＡＳＢの基準開発活動の支援などを行ってきている。日本政府及び国

内民間関係者は、ＩＳＳＢの設立及び運営のための資金の継続的な拠出や人的貢献に加え、今

後、サステナビリティ開示基準に関するＡＯオフィスの活動についても、会計基準と同様に支援

していく意向を有している。 

 

私は、ＩＦＲＳ財団におけるアジア・オセアニア地域のプレゼンス拡大に貢献したいと考えて

いる。したがって、サステナビリティ開示におけるアジア・オセアニア地域の拠点として、東京

に既に設置してあるＡＯオフィスを活用することについて、ＩＦＲＳ財団評議員会が決定するこ

とを強く要望する。 
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